
新学習指導要領の下での各教科の学習評価の在り方について 

１ カリキュラム・マネジメントの一環としての指導と評価 

 各学校は，日々の授業の下で児童生徒の学習状況を評価し，その結果を児童の学習や教師に

よる指導の改善や学校全体としての教育課程の改善，校務分掌を含めた組織運営等の改善に生か

す中で，学校全体として組織的かつ計画的に教育活動の質の向上を図っています。このように，

「学習指導」と「学習評価」は，学校の教育活動の根幹であり，教育課程に基づいて組織的かつ

計画的に教育活動の質の向上を図る「カリキュラム・マネジメント」の中核的な役割を担ってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善と評価 

  指導と評価の一体化を図るためには，児童生徒一人一人の学習の成立を促すための評価という

視点を一層重視することによって，教師が自らの指導のねらいに応じて授業の中での児童生徒の

学びを振り返り，学習や指導の改善に生かしていくというサイクルが大切です。 

 特に，新学習指導要領で重視している「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善を

通して各教科等における資質・能力を確実に育成する上で，学習評価は重要な役割を担っていま

す。 

 

３ 学習評価について指摘されている課題 

 学習評価の現状としては，１及び２で述べたような教育課程の改善や授業改善の一連の過程

に学習評価を適切に位置付けた学校運営の取組がなされる一方で，例えば，学校や教師の状況に

よっては，以下のような課題が指摘されています。 

  ・学期末や学年末などの事後での評価に終始してしまうことが多く，評価の結果が児童生徒の具体的 

    な学習改善につながっていない。 

    ・現行の「関心・意欲・態度」の観点について，挙手の回数や毎時間ノートをとっているかなど， 

       性格や行動面の傾向が一時的に表出された場面を捉える評価であるような誤解が払拭しきれて 

       いない。 

   ・教師によって評価の方針が異なり，学習改善につなげにくい。 

   ・教師が評価のための「記録」に労力を割かれて，指導に注力できない。 

   ・相当な労力をかけて記述した指導要録が，次の学年や学校段階において十分に活用されていない。 
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４ 学習評価の改善の基本的な方向性 

  ３で述べた課題に応えるとともに，学校における働き方改革が喫緊の課題となっていることも

踏まえ，以下の三つの基本的な考え方に立って，学習評価を真に意味のあるものとすることが重

要です。 

 

  ①児童生徒の学習改善につながるものにしていくこと 

  ②教師の指導改善につながるものにしていくこと 

  ③これまで慣行として行われてきたことでも，必要性・妥当性が認められないものは 

   見直していくこと 

 

 

５ 各教科の学習評価の改善点 

（１）観点別学習状況の評価の観点の整理 

各教科等の目標及び内容を「知識及び技能」，「思考力，判断力，表現力等」，「学びに向かう

力，人間性等」の資質・能力の三つの柱で再整理した新学習指導要領の下での指導と評価の一

体化を推進する観点から，観点別学習状況の評価の観点についても，これらの資質・能力に関

わる「知識・技能」，「思考・判断・表現」，「主体的に学習に取り組む態度」の３観点に整理し

て示されています。 
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（２）「知識・技能」の評価 

 「知識・技能」の評価の考え方は，従前の評価の観点である「知識・理解」，「技能」におい

ても重視してきたところです。具体的な評価方法としては，例えばペーパーテストにおいて，

事実的な知識の習得を問う問題と，知識の概念的な理解を問う問題とのバランスに配慮するな

どの工夫改善を図る等が考えられます。 

 また，児童生徒が文章による説明をしたり，各教科等の内容の特質に応じて，観察・実験を

したり，式やグラフで表現したりするなど実際に知識や技能を用いる場面を設けるなど，多様

な方法を適切に取り入れること等も考えられます。 
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（３）「思考・判断・表現」の評価 

 「思考・判断・表現」の評価の考え方は，従前の評価の観点である「思考・判断・表現」に

おいても重視してきたところです。具体的な評価方法としては，ペーパーテストのみならず，

論述やレポートの作成，発表，グループや学級における話合い，作品の制作や表現等の多様な

活動を取り入れたり，それらを集めたポートフォリオを活用したりするなど評価方法を工夫す

ることが考えられます。   

 

（４）「主体的に学習に取り組む態度」の評価 

「主体的に学習に取り組む態度」の評価については，各教科等の特質に応じて，児童生徒の

発達の段階や一人一人の個性を十分に考慮しながら，知識及び技能を獲得したり，思考力，判

断力，表現力等を身に付けたりすることに向けた粘り強い取組の中で，自らの学習を調整しよ

うとしているかどうかを含めて評価する必要があります。 

 具体的な評価方法としては，ノートやレポート等における記述，授業中の発言，教師による

行動観察，児童生徒による自己評価や相互評価等の状況を，教師が評価を行う際に考慮する材

料の一つとして用いること等が考えられます。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「主体的に学習に取り組む態度」の評価のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ここでの評価は，その学習の調節が「適切に行われるか」を必ずしも判断するものではなく，学習の調

整が知識及び技能の習得などに結びついていない場合には，教師が学習の進め方を適切に指導すること

が求められます。 

 

 

「自らの学習を調整しようとする側面」とは･･･ 

 自らの学習状況を把握し，学習の進め方について試行錯誤するなどの意思的な側面のことです。

評価に当たっては，児童生徒自らの理解の状況を振り返ることができるような発問の工夫をしたり，

自らの考えを記述したり話し合ったりする場面，他者との協働を通じて自らの考えを相対化する場

面を，単元や題材などの内容のまとまりの中で設けたりするなど，「主体的・対話的で深い学び」の

視点からの授業改善を図る中で，適切に評価できるようにしていくことが重要です。 

 

 

 

 

 

○ 以下に示す二つの側面から評価すること

が大切です。 

 ①知識及び技能を獲得したり，思考力，判断 

力，表現力等を身に付けたりすることに 

向けた粘り強い取組を行おうとする側面 

 ②①の粘り強い取組を中で，自らの学習を 

調整しようとする側面 

 

○ これら①②の姿は実際の教科等の学びの

中では別々ではなく相互に関わり合いなが

ら立ち現れるものと考えられる。例えば，

自らの学習を全く調整しようとせず粘り強

く取り組み続ける姿や，粘り強さが全くな

い中で自らの学習を調整する姿は一般的で

はない。 

 

 

 

 

 

 

 



（５）評定 

評定については，小学校第３学年以上の各学年の各教科の学習の状況について，学習指導要

領等に示す各教科の目標に照らして，その実現状況を総括的に評価し記入します。 

各教科の評定は，学習指導要領等に示す各教科の目標に照らして，５段階（小学校は３段

階）で区別して評価を記入します。 

評定に当たっては，評定は各教科の学習の状況を総括的に評価するものであり，観点別学習

状況において掲げられた観点は，各教科の評定を行う場合において基本的な要素となるもので

あることに十分留意する必要があります。その際，評定の適切な決定方法等については，各学

校において定める必要があります。 

 

（６）各教科における評価の基本構造 

 各教科における評価は，学習指導要領に示す各教科の目標や内容に照らして学習状況を評価

するもの（目標準拠評価）です。したがって，目標準拠評価は，集団内で相対的な位置付けを

評価するいわゆる相対評価とは異なります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・観点別学習状況の評価や評定

には示しきれない児童生徒一人

一人のよい点や可能性，進歩の

状況について評価するもの。 

個人内評価 

・観点ごとに評価し，児童

生徒の学習状況を分析的

に捉えるもの 

・観点ごとにＡＢＣの３段

階で評価 

評  定 

・観点別学習状況の評価の結果を総括するもの。 

・５段階で評価（小学校は３段階。小学校低学年は行わない） 
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本資料の活用に当たって 

 本資料は，次に示すような手順で作成しました。各学校での各教科の「単元（題材）の評価規

準」や「具体の評価規準」の設定及び，それに基づき授業を行う際の参考にしてください。 

 

① 学習指導要領等を基に，単元（題材）の目標を設定する。 

 

② 単元（題材）の目標を踏まえ，国立教育政策研究所及び教育課程研究センター作成の「『指導

と評価の一体化』のための学習評価に関する参考資料」の「第２編 各教科等における『内容の

まとまりごとの評価規準』を作成する際の手順」などを基に，単元（題材）の評価規準を設定す

る。  

 

③ 単元（題材）の評価規準を踏まえ，単元の指導計画及び「具体の評価規準」を設定する。 

・具体の評価規準は，単元（題材）全体を通して観点がバランスよく行われるように設定する。 

・具体の評価規準は，子供の学習状況が捉えられるように，具体的な子供の姿で表現する。 

（原則として，文末は「～している」で表現する。※「知識・技能」については「～できる」もあり） 

  

④ 本時の展開に当たっては，どの場面でどのような方法で評価するかを明確にするとともに，具

体の評価規準に達していない子供への手立てを計画する。 

 

 【具体の評価規準の設定について】       

  

 

 

 

これまでのように，毎時間，児童生徒全員について記録をとり，総括の資料とするために蓄

積することは現実的でないため，全員の学習状況を記録に残す場面を精選し，かつ適切に評価

するために，「記録に残す評価（全員が対象で，総括の資料に生かすための評価）」と「指導に

生かす評価（主に「努力を要する児童」を確認し，その後の指導に生かすための評価）」に区

別して捉えます。本県では，これまでのより精度の高いものさしとして設定してきた「評価基

準」の考えを継承し，「具体の評価規準」として，主に「記録に残す評価」の場面で設定する

ことを推進します。     

  

※ 次章以降に，各教科等の改訂のポイントや具体の評価規準の設定事例を紹介しています。各

学校では，本資料等を活用し，研究授業等を通して具体の評価規準が適切であったかどうか

点検し，組織的な取組を進め，評価の信頼性・妥当性の更なる向上を図っていただくようお

願いします。 

 

毎時間児童生徒全員について記録をとり，総括の資料とするために蓄積することは現実的でないことからも，児

童生徒全員の学習状況を記録に残す場面を精選し，かつ適切に評価するための評価の計画が一層重要になる。      

（「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料から） 



【参考】～各教科における評価規準の作成について～ 

        ※国立教育政策研究所及び教育課程研究センター作成の「『指導と評価の一体化』のための学習評価に関する参考資料」から 

（１）目標と観点の趣旨との対応関係について  

   評価規準の作成に当たっては，各学校の実態に応じて目標に準拠した評価を行うために，「評

価の観点及びその趣旨」が各教科等の目標を踏まえて作成されていること，また同様に，「学年

別（又は分野別）の評価の観点の趣旨」が学年（又は分野）の目標を踏まえて作成されているこ

とを確認することが必要です。なお，「主体的に学習に取り組む態度」の観点は，教科等及び学

年（又は分野）の目標の（３）に対応するものであるが，観点別学習状況の評価を通じて見取る

ことができる部分をその内容として整理し，示していることを確認することが必要です。（図１，

２参照） 
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（２）「内容のまとまりごとの評価規準」とは  

国立教育政策研究所及び教育課程研究センター作成の「『指導と評価の一体化』のための学習

評価に関する参考資料」では，評価規準の作成等について示してあります。具体的には，学習指

導要領の規定から「内容のまとまりごとの評価規準」を作成する際の手順が示してあります。こ

こでの「内容のまとまり」とは，学習指導要領に示す各教科等の「第２ 各学年の目標及び内容 

２ 内容」の項目等をそのまとまりごとに細分化したり整理したりしたものです。 

平成 29 年改訂学習指導要領においては資質・能力の三つの柱に基づく構造化が行われたと

ころであり，学習指導要領に示す各教科等の「第２ 各学年（分野）の目標及び内容」の「２ 内

容」において， 「内容のまとまり」ごとに育成を目指す資質・能力が示されています。このた

め，「２ 内容」の記載はそのまま学習指導の目標となりうるものです。 

学習指導要領の目標に照らして観点別学習状況の評価を行うに当たり，児童生徒が資質・能力

を身に付けた状況を表すために，「２ 内容」の記載事項の文末を「～すること」から「～してい

る」と変換したもの等を，「内容のまとまりごとの評価規準」と呼ぶこととしています。 

ただし，「主体的に学習に取り組む態度」に関しては，特に，児童生徒の学習への継続的な取

組を通して現れる性質等を有することから，「２ 内容」に記載がありません。そのため，各学年

（又は分野）の「１ 目標」を参考にしつつ，必要に応じて，改善等通知別紙４に示された学年

（又は分野）別の評価の観点の趣旨のうち「主体的に学習に取り組む態度」に関わる部分を用い

て「内容のまとまりごとの評価規準」を作成する必要があります。  

なお，各学校においては，「内容のまとまりごとの評価規準」の考え方を踏まえて，学習評価

を行う際の評価規準を作成します。  

 

（３）「内容のまとまりごとの評価規準」を作成する際の基本的な手順  

各教科における，「内容のまとまりごとの評価規準」を作成する際の基本的な手順の流れは以

下のとおりです。  

 

学習指導要領に示された教科及び学年（又は分野）の目標を踏まえて，「評価の観点及びその

趣旨」が作成されていることを理解した上で， 

 

 

 

 

 

①，②については，第２編において詳述されています。同様に，【観点ごとのポイント】につ 

いても，第２編に各教科等において示してあるので参考にしてください。 

①各教科における「内容のまとまり」と「評価の観点」との関係を確認する。 

②【観点ごとのポイント】を踏まえ，「内容のまとまりことの評価規準」を作成する。 


